
 

【趣 旨】 

新会計基準への移行については、平成２４年４月から適用し、平成２７年度に完全移

行することとなっています。 

本研修は、新会計基準の正しい理解と円滑な移行処理について、実践的「講義・演習」

により習得することを目的に開催します。 

 

１ 主 催      四国老人福祉施設協議会、四国各県老人福祉施設協議会 

２ 期 日      平成２３年１１月２４日（木）・２５日（金） 

３ 場 所      オークラホテル丸亀 

                （香川県丸亀市富士見町３-３-５０  TEL 0877-23-2222） 

４ 参加対象    会計実務担当者、管理職員等 

※税理士、公認会計士及びコンピューターシステム会社等の関

係者のご参加はご遠慮ください。 

５ 定 員     ５００名（定員になり次第、締め切らせていただきます。） 

６ 参加費等  参加費 ４，０００円（テキスト代 ２，０００円含む） 

７ 日程・内容 

【第１日目（１１月２４日）】 

12：00～13：00 受付 

13：00～13：10 開会挨拶 四国老人福祉施設協議会 

13：10～18：00 
「新会計基準の改正概要と移行手続」 

宮内会計事務所 税理士 宮内 眞木子 氏 

【第２日目（１１月２５日）】 

9：00～16：00 

 

〔随時休憩〕 

「新会計基準の改正概要と移行手続」 

宮内会計事務所 税理士 宮内 眞木子 氏 

16：00 閉会 

平成２３年度 

四国ブロック社会福祉法人新会計基準研修会 

開 催 要 綱 



 

８ 参加及び宿泊等の申込 

    別紙「申込書」に必要事項をご記入いただき、平成２３年１１月８日（火）までに、

名鉄観光サービス株式会社高松支店にお申し込みください。希望者が定員を超えた場

合は、原則として先着順とさせていただきます。 
 

９ その他  研修受講の際、必ず電卓をお持ちください。 
 

10 お問合せ・申込み先 
 
【お問合せ先】 
 
  ◇徳島県老人福祉施設協議会 

〒770－0943 徳島市中昭和町1-2 
                   TEL 088-654-4461  FAX 088-656-1173                  
  ◇香川県老人福祉施設協議会 

〒760－0017 高松市番町1-10-35 
                   TEL 087-861-5611  FAX 087-861-5622                  
  ◇愛媛県老人福祉施設協議会 

〒790－8553 松山市持田町3-8-15 
                   TEL 089-921-8566  FAX 089-921-3398                  
  ◇高知県老人福祉施設協議会 

〒780－8567 高知市朝倉戊375-1 
                   TEL 088-844-4611  FAX 088-844-9443                  
 
【お申込み先】 
 

   名鉄観光サービス(株)高松支店 
    〒760-0023 高松市寿町1-4-3  高松中央通りビル３階 
            TEL 087-822-1621  FAX 087-822-1628 
 


